
「改正業務報酬基準講習会」開催のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主催／一般社団法人石川県建築士事務所協会 ・　一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
協力／国土交通省 ・　公益財団法人建築技術教育普及センター   

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準が改正されました。
国土交通省では、近年の建築物の設計・工事監理の多様化・複雑化、建築主等からの設計等の業務に対する
要求水準の高まりなど建築士事務所の業務環境に大きな変化が生じてきていることから、業務報酬基準告示の見直しを行い、今般、平成31年１月国土交通省告示第98号として公布・施行されました。
新しい業務報酬基準では、略算方法に用いる略算表の刷新、設計等業務の難易度の反映、標準業務内容の明確化などを行っています。
建築物の設計・工事監理が適切に行われるためには、業務に応じた適切な報酬を得ることが重要です。
本講習は、新しい業務報酬基準の考え方を正しく理解し、広く周知を図るために開催いたします。

※この講習会は、建築ＣＰＤ情報提供制度（公財）建築技術教育普及センター認定のプログラムとなります。

[bookmark: _Hlk522784471]■　開催日　　　令和元年７月９日（火）９時３０分～１１時１０分（予定）　受付９時１０分～
■　会場　　　石川県建築士事務所協会４階会議室	金沢市泉が丘2丁目14-7　℡　076（244）5152
■　定　　員　　　２０名（定員になり次第締め切らせていただきます。）　　　　　
[bookmark: _Hlk10727281][bookmark: _GoBack]■　受講料・テキスト　	無料　：テキストは当日配布致します。
■  講義形式　　　ＤＶＤ講習
■　申込期限　　	令和元年６月２８日（金）　
　申込・問合先　（一社）石川県建築士事務所協会　事務局
　　　　　　　金沢市泉が丘2丁目14-7　金沢宏正ビル４階　TEL　076-244-5152
　FAX　076-244-8472








「改正業務報酬基準講習会」

申込書　兼　受講票

（一社）石川県建築士事務所協会（FAX　076-244-8472）　あて
　
	受付番号　№　　　　　　　　　　　　　 

	ふりがな
	

	受講者氏名
	

	事務所名
	

	所在地
	〒　　　　　-

	電話番号
	

	ＦＡＸ番号
	


申込に記載して頂いた個人情報は、講習の情報提供等の目的で使用させて頂きます。

